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議
案
第
三
号

災
害
派
遣
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
五
年
九
月
二
十
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

災
害
派
遣
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

災
害
派
遣
手
当
に
関
す
る
条
例
︵
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
条
例
第
六
十
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
一
条
中
﹁
第
四
十
四
条
﹂
を
﹁
第
二
十
六
条
の
八
﹂
に
︑
﹁
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
﹂
を
﹁
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
﹂
に
︑
﹁
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
﹂
を
﹁
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
﹂
に
改
め
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

災
害
派
遣
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

1



議
案
第
四
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
五
年
九
月
二
十
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
︵
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

別
表
第
一
の
�

の
表
十
八
の
項
中
﹁
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
等
の
﹂
を
﹁
特
定
民
間
再
開
発
事
業
の
﹂
に
︑
﹁
特
定
の
民
間
再
開
発
事
業
等
認
定
申
請
手
数
料
﹂
を

﹁
特
定
民
間
再
開
発
事
業
等
認
定
申
請
手
数
料
﹂
に
改
め
︑

﹁

租
税
特
別
措
置
法
施
行

令
第
二
十
条
の
二
第
十

四
項
又
は
第
三
十
八
条

の
四
第
二
十
四
項
に
規

定
す
る
要
件
に
該
当
す

る
事
業
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
の
認
定

一
件
に
つ
き

三
万
千
円

を
﹂

削
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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議
案
第
五
号

山
口
県
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
五
年
九
月
二
十
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

山
口
県
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
︵
平
成
十
八
年
山
口
県
条
例
第
三
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
十
四
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
中
﹁
強
制
わ
い
せ
つ
︑
強
姦か
ん

﹂
を
﹁
不
同
意
わ
い
せ
つ
︑
不
同
意
性
交
等
﹂
に
改
め
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

山
口
県
犯
罪
の
な
い
安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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議
案
第
六
号

子
育
て
の
文
化
の
創
造
の
た
め
の
子
育
て
支
援
・
少
子
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

令
和
五
年
九
月
二
十
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

子
育
て
の
文
化
の
創
造
の
た
め
の
子
育
て
支
援
・
少
子
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例

︵
子
育
て
の
文
化
の
創
造
の
た
め
の
子
育
て
支
援
・
少
子
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
︶

第
一
条

子
育
て
の
文
化
の
創
造
の
た
め
の
子
育
て
支
援
・
少
子
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
︵
平
成
十
九
年
山
口
県
条
例
第
四
十
六
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
︒

第
十
七
条
第
二
項
中
﹁
二
十
人
﹂
を
﹁
三
十
人
﹂
に
改
め
︑
同
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
︒

七

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
︑
知
事
が
適
当
と
認
め
る
者

︵
山
口
県
青
少
年
問
題
協
議
会
設
置
条
例
の
廃
止
︶

第
二
条

山
口
県
青
少
年
問
題
協
議
会
設
置
条
例
︵
昭
和
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第
五
十
七
号
︶
は
︑
廃
止
す
る
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

子
育
て
の
文
化
の
創
造
の
た
め
の
子
育
て
支
援
・
少
子
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
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議
案
第
七
号

旅
館
業
の
施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る
条
例
及
び
山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令
和
五
年
九
月
二
十
日
提
出

山

口

県

知

事

村

岡

嗣

政

旅
館
業
の
施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る
条
例
及
び
山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

︵
旅
館
業
の
施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
︶

第
一
条

旅
館
業
の
施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る
条
例
︵
昭
和
三
十
三
年
山
口
県
条
例
第
二
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

第
一
条
中
﹁
及
び
第
三
条
の
三
第
三
項
﹂
を
﹁
︑
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
条
の
四
第
三
項
﹂
に
︑
﹁
第
五
条
第
三
号
﹂
を
﹁
第
五
条
第
一
項
第
四
号
﹂
に
改

め
る
︒

第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
中
﹁
及
び
第
三
条
の
三
第
三
項
﹂
を
﹁
︑
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
条
の
四
第
三
項
﹂
に
改
め
る
︒

第
五
条
中
﹁
第
五
条
第
三
号
﹂
を
﹁
第
五
条
第
一
項
第
四
号
﹂
に
改
め
る
︒

︵
山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
︶

第
二
条

山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
︵
平
成
十
二
年
山
口
県
条
例
第
二
号
︶
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
︒

別
表
第
五
号
の
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
︒

リ

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二

号
︶
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
す
る
こ
と
︒

旅
館
業
の
施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る
条
例
及
び
山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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別
表
第
五
号
の
四
ヘ
中
﹁
ホ
﹂
を
﹁
ヘ
﹂
に
改
め
︑
同
号
中
ヘ
を
ト
と
し
︑
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
︒

ヘ

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
調
査
を
す
る
こ
と
︒

別
表
第
五
号
の
五
ロ
及
び
ハ
中
﹁
及
び
法
第
三
条
の
三
第
三
項
﹂
を
﹁
︑
法
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
法
第
三
条
の
四
第
三
項
﹂
に
改
め
︑
同
号
カ
中
﹁
ワ
﹂
を

﹁
ヨ
﹂
に
改
め
︑
同
号
中
カ
を
タ
と
し
︑
タ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
︒

ヨ

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
調
査
を
す
る
こ
と
︒

別
表
第
五
号
の
五
中
ワ
を
カ
と
し
︑
ヘ
か
ら
ヲ
ま
で
を
ト
か
ら
ワ
ま
で
と
し
︑
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
︒

ヘ

法
第
三
条
の
四
第
一
項
の
承
認
を
す
る
こ
と
︒

別
表
第
五
号
の
六
チ
中
﹁
ト
﹂
を
﹁
チ
﹂
に
改
め
︑
同
号
中
チ
を
リ
と
し
︑
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
︒

チ

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
調
査
を
す
る
こ
と
︒

別
表
第
五
号
の
八
ヌ
中
﹁
リ
﹂
を
﹁
ヌ
﹂
に
改
め
︑
同
号
中
ヌ
を
ル
と
し
︑
リ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
︒

ヌ

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
調
査
を
す
る
こ
と
︒

別
表
第
五
号
の
九
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
︒

リ

生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
調
査
を
す
る
こ
と
︒

附

則

こ
の
条
例
は
︑
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
︵
令
和
五
年
法
律
第
五
十

1
0



二
号
︶
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
︒

旅
館
業
の
施
設
の
設
置
基
準
等
を
定
め
る
条
例
及
び
山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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